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2021 年 8 月 2 日 No. 156（毎月 1 日発行） 

【台湾での新型コロナウィルス感染状況】 

台湾では、5 月に入ってから域内感染が広がり、第三級

（第四級が最も厳しく外出制限がかかる）の警戒態勢が

続いていましたが、台湾全土の一日の感染者数が 20 人前

後と低い水準が続いたため、7 月 27 日から第二級に緩め

られ、学校の再開、飲食店の店内飲食の再開等緩和が行

われています。ただし、台北市と新北市では自治体独自に

店内飲食を引き続き禁止とするなどの措置を発表しており、

市民生活への実質的な変化はあまりありません。 

またデルタ株流入を警戒し、海外からの台湾渡航の原則禁

止措置は継続されるなど、ビジネスへの影響は引き続き大き

い状況です。 

 

【感染予防対策の一部緩和】 

第二級感染対策のもと 7 月 27 日から 8 月 9 日まで以下

の対応が継続されます。 

・学校・幼稚園の条件付き再開 

・飲食店の店内飲食の条件付き再開（台北市、新北市は

引き続き禁止） 

・マスク着用は引き続き義務（未着用で罰金） 

・カラオケ・バー等の特殊飲食業、レジャー施設、ジム等の営業は引き続き禁止 

・冠婚葬祭等の集会開催の条件付き解禁 

・宗教活動に伴う集会の条件付き解禁 

・室内 50 人以下の集会、屋外 100 人以下の集会の解禁 

・施設店舗出入りの際の個人情報提供は引き続き実施 

これに伴い通常出勤体制に戻す企業も多く出ています。 

 

【台湾への入境制限】 

2021 年 5 月 19 日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、第二級警戒態勢に下げられた 7 月

27 日以降もこの措置は継続されています。そのため居留証を持たない外国人の一時的な出張、長期滞在を

前提とした駐在ともに、現在日本から台湾に渡航することはできません。また再開のめども立っていません。 

 

・感染者・死亡者速報通知(2021 年 7 月 30 日付) 
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【ビザ期間の自動延長措置の終了と延長申請手続きの必要性について】 

7 月 26 日までの第三級警戒態勢のもと、有効な居留証を持って台湾に滞在している外国人は居留期間が

自動で 30 日延長されていました。しかし、7 月 27 日から第二級に下げられたのに伴い、この自動延長期間中

に居留証の期限を迎えている場合は 8 月 25 日までに事後の延長申請を行う必要があります。 

同様に有効な停留ビザで滞在している場合も自動で延長されていましたが、8 月 6 日までに延長申請を行う必

要があります。 

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】 

7 月 12 日内政部移民署は 2020 年 3 月 21 日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が 180 日を超

える場合は、30 日間の滞在期間延長（13 回目）を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自

動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台

湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認すること

をお勧めします。 
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